
四日市市告示第２５２号  

 四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する要

綱を次のように定める。  

  令和４年４月１日  

                    四日市市長  森   智  広  

 

   四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正す

る要綱  

四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱（平成１９年四日市

市告示第１３６号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（支給額）  

第４条  給付金の支給額は、次の各号

に掲げる支給対象者の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。  

(1) （略）  

(2) 対象講座受講開始現在において

専門実践教育訓練給付金を受給で

きない支給対象者  当該支給対象

者が対象教育訓練の受講のために

支払った費用（入学料及び授業料

に限る。）の額に１００分の６０を

乗じて得た額（その額が修学年数

に４０万円を乗じて得た額を超え

る場合は、修学年数に４０万円を

乗じて得た額とし（この場合１６

０万円を超えるときは１６０万円

とする。）、１２千円を超えない場

合は給付金の支給は行わないもの

とする。）  

  ただし、令和４年４月１日より

（支給額）  

第４条  給付金の支給額は、次の各号

に掲げる支給対象者の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。  

(1) （略）  

(2) 対象講座受講開始現在において

専門実践教育訓練給付金を受給で

きない支給対象者  当該支給対象

者が対象教育訓練の受講のために

支払った費用（入学料及び授業料

に限る。）の額に１００分の６０を

乗じて得た額（その額が修学年数

に２０万円を乗じて得た額を超え

る場合は、修学年数に２０万円を

乗じて得た額とし（この場合８０

万円を超えるときは８０万円とす

る。）、１２千円を超えない場合は

給付金の支給は行わないものとす

る。）  

 



前に終了した当該教育訓練に係る

訓練給付金についてはなお従前の

例によることとし、４０万円を２

０万円に、１６０万円を８０万円

に 読 み 替 え て 支 給 す る も の と す

る。  

(3) （略）  

 

 

 

 

 

 

 

(3) （略）  

 

 （対象講座指定の申請）  

第６条  （略）  

２  前 項 の 指 定 を 受 け よ う と す る 者

（以下「指定申請者」という。）は、

四日市市母子家庭等自立支援教育訓

練 給 付 金 事 業 対 象 講 座 指 定 申 請 書

（第１号様式。以下「講座指定申請

書」という。）に次の各号に掲げる書

類を添付して所長に提出しなければ

ならない。ただし、所長がその保有

する帳簿その他の資料によって確認

することを支給申請者が認める場合

は、添付書類の提出を省略すること

ができる。  

(1)及び (2) （略）  

(3) 令和３年７月以前分の申請に際

して指定申請者が、健康保険法施

行令等の一部を改正する政令（令

和２年政令第３８１号）による改

正前の母子及び父子並びに寡婦福

祉法施行令（昭和３９年政令第２

２４号）において寡婦控除又は寡

夫控除のみなし適用対象者（平成

２９年所得から令和元年所得にお

（対象講座指定の申請）  

第６条  （略）  

２  前 項 の 指 定 を 受 け よ う と す る 者

（以下「指定申請者」という。）は、

四日市市母子家庭等自立支援教育訓

練 給 付 金 事 業 対 象 講 座 指 定 申 請 書

（第１号様式。以下「講座指定申請

書」という。）に次の各号に掲げる書

類を添付して所長に提出しなければ

ならない。ただし、所長がその保有

する帳簿その他の資料によって確認

することを支給申請者が認める場合

は、添付書類の提出を省略すること

ができる。  

(1)及び (2) （略）  

(3) 指定申請者が、寡婦控除又は寡

夫控除のみなし適用対象者（平成

２９年所得から令和元年所得にお

いて、地方税法第２３条第１項第

１１号イ中「夫と死別し、若しく

は夫と離婚した後婚姻をしていな

い者又は夫の生死の明らかでない

者で政令で定めるもの」とあるの

を「婚姻によらないで母となった



いて、地方税法第２３条第１項第

１１号イ中「夫と死別し、若しく

は夫と離婚した後婚姻をしていな

い者又は夫の生死の明らかでない

者で政令で定めるもの」とあるの

を「婚姻によらないで母となった

女子であつて、現に婚姻していな

いもの」と読み替えた場合におい

て同号イに該当する所得割（同項

第２号に規定する所得割をいう。）

の納税義務者（同項第１３号に規

定する合計所得金額が１２５万円

を超える者に限る。）及び同項第１

２号中「妻と死別し、若しくは妻

と離婚した後婚姻をしていない者

又は妻の生死の明らかでない者で

政 令 で 定 め る も の 」 と あ る の を

「婚姻によらないで父となった男

子であつて、現に婚姻をしていな

いもの」と読み替えた場合におい

て同号に該当する所得割の納税義

務者であり、同法第３４条第１項

第８号に規定する控除を受ける者

をいう。）であったときは、当該対

象者の子の戸籍謄本及び当該対象

者と生計を一にする子の前年の所

得（１月から７月までの間に申請

する場合には、前々年の所得。第

９条第１項第３号において同じ。）

の額を証明する書類等、当該事実

を明らかにすることができる書類  

女子であつて、現に婚姻していな

いもの」と読み替えた場合におい

て同号イに該当する所得割（同項

第２号に規定する所得割をいう。）

の納税義務者（同項第１３号に規

定する合計所得金額が１２５万円

を超える者に限る。）及び同項第１

２号中「妻と死別し、若しくは妻

と離婚した後婚姻をしていない者

又は妻の生死の明らかでない者で

政 令 で 定 め る も の 」 と あ る の を

「婚姻によらないで父となった男

子であつて、現に婚姻をしていな

いもの」と読み替えた場合におい

て同号に該当する所得割の納税義

務者であり、同法第３４条第１項

第８号に規定する控除を受ける者

をいう。）であるときは、当該対象

者の子の戸籍謄本及び当該対象者

と生計を一にする子の前年の所得

（１月から７月までの間に申請す

る場合には、前々年の所得。第９

条第１項第３号において同じ。）の

額を証明する書類等、当該事実を

明らかにすることができる書類  

 

 

 

 

 

 

  



（給付金の支給申請）  

第９条  対象講座の指定を受けて給付

金の支給を申請しようとする者（以

下「支給申請者」という。）は、対象

講座を修了した後に、四日市市母子

家庭等自立支援教育訓練給付金事業

支給申請書（第４号様式。以下「支

給申請書」という。）に次の書類を添

付して所長に提出しなければならな

い。ただし、公簿等によって確認す

ることができる場合で、所長が特に

必要がないと認める場合は、添付書

類の提出を省略することができる。  

(1)及び (2) （略）  

(3) 令和３年７月以前分の申請に際

して支給申請者が、健康保険法施

行令等の一部を改正する政令（令

和２年政令第３８１号）による改

正前の母子及び父子並びに寡婦福

祉法施行令（昭和３９年政令第２

２４号）において寡婦控除又は寡

夫控除のみなし適用対象者であっ

たときは、当該対象者の子の戸籍

謄本及び当該対象者と生計を一に

する子の前年の所得の額を証明す

る書類等、当該事実を明らかにす

ることができる書類  

(4)から (7)まで  （略）  

２及び３  （略）  

（給付金の支給申請）  

第９条  対象講座の指定を受けて給付

金の支給を申請しようとする者（以

下「支給申請者」という。）は、対象

講座を修了した後に、四日市市母子

家庭等自立支援教育訓練給付金事業

支給申請書（第４号様式。以下「支

給申請書」という。）に次の書類を添

付して所長に提出しなければならな

い。ただし、公簿等によって確認す

ることができる場合で、所長が特に

必要がないと認める場合は、添付書

類の提出を省略することができる。  

(1)及び (2) （略）  

(3) 支給申請者が、寡婦控除又は寡

夫控除のみなし適用対象者である

ときは、当該対象者の子の戸籍謄

本及び当該対象者と生計を一にす

る子の前年の所得の額を証明する

書類等、当該事実を明らかにする

ことができる書類  

 

 

 

 

 

 

(4)から (7)まで  （略）  

２及び３  （略）  

 

第１号様式を次のように改める。  



 

 



 第４号様式を次のように改める。  



 



 第６号様式を次のように改める。  



 



附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

（四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正）  

２  四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱（令和３年四日市市告

示第１８２号）の一部を次のように改正する。  

改正後  

（押印の省略）  

第２条  次の表の左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同表の中

欄に掲げる手続又は様式については、当該要綱の規定に関わらず、押印を要

しないものとする。ただし、同表の右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。  

 要綱名  手続又は様式  備考   

 （略）   

 四日市市母子生活支援施設

保育機能強化事業実施要綱

（平成１６年四日市市告示

第８２号）  

（略）   

 四日市市高等職業訓練促進

給付金等事業実施要綱（平

成１９年四日市市告示第１

３７号）  

（略）   

 （略）   

   

 

改正前  

（押印の省略）  

第２条  次の表の左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同表の中

欄に掲げる手続又は様式については、当該要綱の規定に関わらず、押印を要

しないものとする。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。  

 要綱名  手続又は様式  備考   

 （略）   



 四日市市母子生活支援施設

保育機能強化事業実施要綱

（平成１６年四日市市告示

第８２号）  

（略）   

 四日市市母子家庭等自立支

援教育訓練給付金事業実施

要綱（平成１９年四日市市

告示第１３６号）  

第１号様式、第４号

様式及び第６号様式  

第６号様式について

は、署名をした場合

に限る。  

 

 四日市市高等職業訓練促進

給付金等事業実施要綱（平

成１９年四日市市告示第１

３７号）  

（略）   

 （略）   

   

 

 

（こども未来部こども家庭課）  

 


